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令和 5 年 8 月 1 日 

崇城大学 研究費等に関する不正防止計画 

本学では、「崇城大学 研究活動に関する不正防止に関する規程」により、研究費等の適正な運営及び

管理を行うため、崇城大学研究費等に関する不正防止計画を下記のとおり定める。 

 

不正の発生要因 具体的な取組内容 

【Ⅰ．学内の責任体系の明確化】 

1 

責任体制における各責任

者の役割、責任範囲・権限

についての理解不足 

・各責任者等とその責任範囲・権限について、引き続き地域共創センタ

ーのＨＰ上にて公開・周知を行う。また、コンプライアンス研修内に

おける周知も併せて行う。 

・会議等において、適宜各責任者（学長・副学長・学部長・学科長等）

に対し責任体制について啓発し、意識の向上を図る。 

2 

責任体制に関して時間の

経過によって認識の低下

等が起こる 

・会議等において、適宜各責任者（学長・副学長・学部長・学科長等）

に対し責任体制について啓発し、意識の向上を図る。 

・責任者等の異動に当たっては、引継ぎ等を明確に行い、責任意識の低下

を防止している。 

【Ⅱ．適正な運営・管理の基盤となる環境の整備】 

1 
公的研究費の使用に関す

るルールの理解不足 

・事務処理手続きに関するルールを盛り込んだハンドブック等を作成・

配布し、地域共創センターのＨＰ上で公開、周知等を引き続き行う。

また、新任者等でまだルールを完全に理解していない方に対しては、

個別に説明を行うなど適宜対応し、適正な運用の周知を徹底する。 

2 

謝金、旅費等を受取る院

生・学生等に対するルー

ルの周知が不十分 

・地域共創センターＨＰ上で使用ルール等を公開していることを、研修や

説明会等を通して周知を徹底する。 

3 
コンプライアンスに対す

る関係者の意識の低下 

・公的研究費に係る全ての構成員（教職員、院生、外部資金で雇用された

被雇用者など）を対象に倫理教育やコンプライアンス研修を実施、不正

を行わない旨を記載した誓約書の提出を通してコンプライアンス意識

の向上を図る。 

研究倫理・コンプライアンス研修の実施：１１月～１２月頃（予定）

上記研修後、雇用開始した被雇用者および着任した教員：随時 

4 
研究費の使用ルールと運

用実態の乖離 

・毎年度、運用実態を把握し、使用ルールとの乖離が見つかった場合に

は、適宜検討を行い、見直しを行っていく。 

5 
不正防止のための啓発が

不十分 

・不正防止に関するポスターを学内および各研究室に設置、不正防止に

関するメールを配信することに加え、各種会議にて啓発活動を推進し

ていく。 
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【Ⅲ．不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施】 

1 

不正発生要因を把握した

上での不正防止計画の策

定が不十分 

・監査室や不正防止計画推進部署と連携した上で、各種監査の結果やコン

プライアンス研修後の理解度テストの結果等を基に、研究費の不正使用

等を発生させる要因の把握に努め、不正防止計画の検討・策定を行う。

2 
不正防止計画策定におい

て監事との連携が不十分 

・各種監査の結果やコンプライアンス研修後の理解度テストの結果等を

まとめ、理事会等で報告する際に、監事との意見交換を行う。 

【Ⅳ．研究費の適正な運営・管理活動】 

1 
予算執行の時期が年度末

に偏ってしまう 

・予算執行の進捗状況については、各研究者だけでなく事務側も定期的

に把握し、研究者に直接状況の確認を取り、必要に応じて改善を求め

る。 

・未使用の予算が多い場合、無理に全予算を使い切るのではなく、繰越

しや期間延長、返還などの制度の利用について提案する。 

2 

特定の取引業者と研究者

の癒着を防止するための

チェックが不十分 

・研究者の購入依頼を事務側がＷｅｂ上で確認後、大学から発注業務を委

託している委託業者に連絡し、調達業務を委託業者が行う。それにより、

研究者と特定業者との接触を低減させ、癒着の防止に努めている。今後、

委託業者とも協力して発注に係る情報を共有し、発注の方法に問題がな

いかの見直しと不正発注がないかの検証を行っていく。 

3 
出張に関する客観的事実

の確認を徹底する 
・出張報告書や出張事実の証明書類等の提出確認を徹底する。 

4 

謝金・賃金の支払いに関

する客観的事実の確認が

不十分 

・内部監査時など、必要に応じて被雇用者（作業従事者）と面談等を行

い、勤務状況等の確認を徹底する。 

5 

癒着防止に向けた取引業

者の意識向上のための取

り組みを強化 

・新規取引の際や関係の規程等の改訂時に、規則等を遵守し不正に関与

しない旨を記載した誓約書の提出を改めて求める。 

6 
換金性の高い物品の管理

を徹底する 

・備品や換金性の高い物品については、購入後、備品寄付の受け入れ、

情報登録を行った後、備品管理シールを発行して管理する。その管理

状況については、リスクアプローチ監査および特別監査等において確

認を行う。 
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7 
特殊な役務に関する検収

が不十分 

・特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・

作成、機器の保守・点検など）に係る検収については、検収マニュア

ルに規定している証拠書類や現物を確認（PC 上でしか確認できないも

のは画面上で確認）し、作業の一部立ち合いが可能である場合は立ち

合いで確認し、検収を実施する。 

・検収の際、専門知識を有する者が必要な場合は、発注した教員以外の

者に立ち会い・チェックを依頼し対応していく。 

【Ⅴ．情報発信共有化の推進】 

1 

本学の研究費不正に対す

る取り組みや方針等の情

報の周知が不十分 

・地域共創センターのＨＰ上で公開している本学の研究費不正に対する

取り組みや方針等について、コンプライアンス研修以外に啓発活動の

メールを利用するなど周知を徹底する。 

2 
告発通報窓口の存在が関

係者に認知されていない 

・通報者の保護に関する規程や通報（告発）窓口【学内・学外】について、

地域共創センターのＨＰ上で公開していることを啓発ポスター等も利

用し周知していく。 

【Ⅵ．モニタリングの在り方】 

1 
内部監査結果をうまく活

用できていない 

・内部監査の結果については、必要に応じて次年度の不正防止計画、内部

監査確認事項へ内容を盛り込み、コンプライアンス研修や啓発活動時な

どを利用して全学に周知し、改善を図る。 

2 
監事及び会計監査人との

連携が不十分 

・監査室は、監事、会計監査人と連携し、大学における不正防止に関する

内部統制の整備・運用状況や、モニタリング、内部監査の手法、公的研

究費の運営・管理の在り方等に関して、意見交換の機会を増やす。 

 


